
平成 24年度集団指導に対する質問への回答  

 

  ７月１９日に行われました「平成２４年度通所介護事業所等集団指導」の内容に対して、質問がありまし

たので回答します。なお、質問文は、内容がわかりやすいよう一部修正していますので、ご了承ください。 

  

 

質問：  通所系サービスにおける送迎の介護報酬算定等の取扱いについて 

①例えば、ご近所にお住まい等の理由で、ご自分で通ってくることが可能な利用者については送

迎サービスをしなくても良いと考えていいでしょうか。 

②道が狭小等の理由で、玄関前に送迎の車が止められない利用者については、計画書を提出す

ればバスポイント方式の送迎でいいでしょうか。 

 

 

回答：   

①平成１８年４月の介護報酬改定により、通所系サービスについては、送迎が必要な利用者に対して

事業者の負担と責任により送迎を行うことになっています。送迎は基本的にドア・ツー・ドアとなります。 

ただし、ケアマネージャーのケアマネジメントの中で送迎の必要性がないと認められた場合は送迎を

しない場合もありえます。なお、事業所と同一建物に居住する利用者については、送迎分について、

94単位／日の減算となるのでご注意ください。 

 

②バスポイント方式については、平成１８年の時点でこの方式をとっていた事業者に限り、やむを得な

い理由でそれを継続する場合に認めたものです。ただし、利用者の心身の状況並びに住居及び地理

的状況から特別な事情がありドア・ツー・ドアの送迎ができない場合で、送迎のみでなくその前後に身

体介護を必要とする方については、送迎部分を含めて訪問介護による対応を例外的に認める場合が

あります。その際には介護保険課に届出書を提出していただく必要があります。該当となる特別な事情

等については、集団指導の資料３６ページ以降をご覧ください。 

これらの対応は、もともと制度改正時の混乱を避けるための例外的な対応として位置づけられたもの

です。通所系サービスの送迎体制の整備については、事業者の皆さんのご理解、ご努力をよろしくお

願いします。 

 

（通所系サービスにおける送迎の介護法報酬算定等の取扱いについて  

                          平成１８年９月８日  新宿区健康部介護保険課） 
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質問：  サービス提供時間について 

「所要時間７時間以上９時間未満」といった場合、厚生労働省の説明では７時間あればよい 

とのことでしたが、東京都の指導では、１５分の余裕をもってサービス提供することとされています。 

新宿区としての考えをお聞かせください。 

 

 

回答：  送迎のトラブル等を考慮して、実際に７時間のサービス提供時間を確保できるような時間設定を 

     お願いします。 
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質問：  個別機能訓練加算について 

個別機能訓練加算（Ⅰ）、（Ⅱ）に係る機能訓練は、それぞれ別個に機能訓練計画を作成し、 

評価・説明を行わなければならないのでしょうか。 

 

 

回答：  お見込みの通り。 

なお、（Ⅰ）と（Ⅱ）は訓練目的が違うため、１回の訓練で両加算を算定することはできませんのでご

注意ください。 

通所介護計画の中に個別機能訓練計画に相当する内容を記載することにより、個別機能訓練計

画の作成に代えることができるものとするとなっていますが、（Ⅰ）と（Ⅱ）の計画内容はそれぞれ区

分して記載してください。各々の目的に沿った訓練に対する評価・説明を開始時と３か月ごとに行う

ことが必要です。 

 

（老企第３６号 第２の７（７）、平成２４年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ平成２４年３月１６日） 
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